
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
〇
七
号

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
共
同
漁
業
権
の
権
利
者
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

一

〇

七

号



衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
共
同
漁
業
権
の
権
利
者
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

漁
業
補
償
の
対
象
と
な
る
漁
業
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
り
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
免
許
が

な
さ
れ
る
共
同
漁
業
権
に
基
づ
き
当
該
組
合
の
組
合
員
が
営
む
漁
業
だ
け
で
は
な
く
、
組
合
員
が
個
々
に
都
道
府
県
知
事
の

免
許
又
は
許
可
を
受
け
て
営
む
漁
業
や
、
い
わ
ゆ
る
自
由
漁
業
と
し
て
営
む
漁
業
等
す
べ
て
の
漁
業
が
含
ま
れ
得
る
。

漁
業
補
償
の
一
形
態
と
し
て
個
々
の
組
合
員
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
が
当
該
組
合
員

に
代
わ
っ
て
当
該
損
害
賠
償
の
請
求
並
び
に
賠
償
金
の
受
領
及
び
配
分
の
事
務
を
行
う
に
は
、
当
該
組
合
員
の
委
任
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

一
方
、
組
合
が
有
す
る
共
同
漁
業
権
の
変
更
等
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
組
合
自
ら
が
補
償
交
渉
の
当

事
者
と
な
る
と
き
に
お
い
て
も
、
組
合
の
運
営
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
漁
業
補
償
契
約
の
締
結
及
び
補
償
金
の

配
分
に
当
た
っ
て
は
、
組
合
は
当
該
共
同
漁
業
権
の
変
更
等
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
組
合
員
の
同
意
を
事
前
に

と
っ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
共
同
漁
業
権
の
権
利
者
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
）
に
お
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
共
同
漁
業
権
を
有
す
る
者
は
、
組
合
又
は

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
に
限
ら
れ
る
。

な
お
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
の
組
合
員
は
、
当
該
組
合
又
は
当
該
組
合
を
会
員
と
す
る
連
合
会
が

有
す
る
共
同
漁
業
権
ご
と
に
当
該
組
合
又
は
当
該
連
合
会
が
定
め
る
漁
業
権
行
使
規
則
に
基
づ
き
、
当
該
共
同
漁
業
権
の
範

囲
内
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

二


